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安全保障法制でどう変わる拡大する自衛隊活動 

毎日新聞 2015 年 05 月 15 日 

 集団的自衛権の行使容認を含めた安全保障関連法案が１４日、閣議決定された。成立す

れば、自衛隊の任務は多分野にわたって飛躍的に拡大する。政府は「切れ目のない安保法

制」で何を目指すのか。拡大する自衛隊任務のポイントを解説する。【飼手勇介、小田中大、

当山幸都】 

 

 ◆武力攻撃事態法改正案 

 ◇集団的自衛権 「明白な危険」なお曖昧 

 

 日本への武力攻撃があった場合を想定した武力攻撃事態法を改正し、集団的自衛権の行

使を限定的に容認する規定が設けられた。 

 憲法９条は戦争の放棄をうたっている。だが、政府は、自国が攻撃を受けた場合、自ら

を守るために武力を行使する個別的自衛権までは、憲法は禁じていないと解釈してきた。 

 政府は集団的自衛権は認められないと解釈してきたが、近年、日米双方から、国連憲章

に規定がある集団的自衛権についても行使を認めるべきだとの意見が出てきた。集団的自

衛権とは、自国と関わりの深い国が攻撃された場合に、自国が攻撃されたものとみなして

反撃する権利だ。 

 日米安全保障条約の取り決め上、日本が攻撃された場合、同盟国である米国には日本防

衛のため共に戦う義務がある。一方、米国が攻撃されても、日本は憲法解釈上、海外での

武力の行使が禁じられており、反撃に参加することはできない。「これでは不公平ではない

か」「同盟関係はこのままで維持できるのか」という問題意識から行使容認を求める声が出

てきた。 

 安倍晋三首相もこうした意見を持っていた一人で、集団的自衛権の行使を容認するため

の憲法解釈変更に強い意欲を示してきた。２０１２年に首相に返り咲いて以降、有識者に

よる検討や自民、公明両党による協議を踏まえ、昨年７月、集団的自衛権の行使を容認す

る閣議決定に踏み切った。 

 容認はしたものの、全面的に認めたわけではなく、行使は限定的とした。武力攻撃事態

法改正案で行使ができるのは、他国が攻撃され、これにより「我が国の存立が脅かされ、

国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合とし、

こうしたケースを新たに「存立危機事態」と位置付けた。 

 しかし、どういう場合が存立危機事態に該当するかや「明白な危険」とはどういう状況

を指すのかは曖昧さが残っている。 



 首相は、朝鮮半島有事などで日本人を運ぶ米軍艦船を防護する場合や、日本に原油を運

ぶタンカーが通る中東・ホルムズ海峡が機雷により封鎖され、これを取り除く掃海活動な

どを挙げてきた。ただ、公明党はホルムズ海峡が封鎖され日本が経済的な打撃を受けただ

けでは、存立危機事態には該当しないと主張する。 

 日米両政府が先月合意した新しい日米防衛協力の指針（ガイドライン）では、米国を狙

った弾道ミサイルを自衛隊が迎撃することや、戦時下に米国の敵国船舶に対し強制的な船

舶検査（臨検）を行うことも、集団的自衛権の行使として想定していることが示された。 

 

 ◆重要影響事態法案 

 ◇世界規模で後方支援 

 

 朝鮮半島有事や台湾海峡有事などで米軍が軍事介入した場合に、自衛隊が米軍を後方支

援するための現行法が周辺事態法だ。政府は「周辺事態は地理的な概念ではない」と説明

する一方で、「中東やインド洋で起きることは想定されない」（当時の小渕恵三首相）と国

会で答弁した経緯があり、事実上は日本周辺を想定した法律と受け止められてきた。 

 今回の法整備では、「周辺事態」の概念を廃止し、放っておけば日本に大きな影響を及ぼ

す「重要影響事態」に改めるため、周辺事態法を改正する。 

 日本周辺かどうかではなく、日本への影響の大きさで、自衛隊を派遣するか判断するこ

とになる。地理的制約は事実上なくなることから、地球規模での派遣が可能になる。支援

対象も米軍だけではなく、同じ活動に参加する他国軍も支援できるようにした。 

 活動場所は、あらかじめ線引きをして立ち入らない地域を設け、他国軍の武力行使と一

体化しないようにする従来の考え方を改め、「現に戦闘行為が行われている場所」でなけれ

ば、どこででも活動可能とした。戦場の前線により近い場所で自衛隊が活動できるように

なり、後方支援活動の危険性が高まることになる。 

 

 ◆自衛隊法改正案 

 ◇日本人救出可能に 

 

 ２０１３年にアルジェリアで起きた日本人人質事件を契機に、海外でテロなどに巻き込

まれた日本人を自衛隊が救出するための法整備の検討が進められてきた。輸送任務に限り

認めていたが、法改正で救出活動も可能になる。ただ、当事国が事件発生現場を実効支配

していることと、当事国が自衛隊の受け入れに同意していることが条件となる。一義的に

は現地警察や軍が担当することになるため、派遣されるのは極めてまれなケースになりそ

うだ。 

 政府が想定しているのは、海外で大規模災害が発生した後、現地の警察や軍が対応に忙

殺され、日本人が誘拐されても手が回らないようなケース。海外の日本大使館や日本の航



空機が人質事件の現場となり、自衛隊による救出活動の方が効果があると当事国側も同意

したような場合だ。 

 

 ◇グレーゾーンに対応 

 

 沖縄県・尖閣諸島をめぐる領有権問題を発端に、離島防衛などの際に武力攻撃には至っ

ていないものの緊張が高まっている「グレーゾーン事態」にどう対応するかに注目が集ま

った。今回の安保法制では、平時から有事まで「切れ目のない」日米協力を目指しており、

グレーゾーン事態での米軍への協力規定が新たに設けられた。 

 日本への武力攻撃が起きた場合には、自衛隊が米軍の艦船などを守ることは可能だが、

まだ攻撃されていない段階では、米軍を守る根拠がなかった。 

 日米が協力して国籍不明の武装勢力に対処するような事態があれば不都合が生じるため、

自衛隊が武器などを守るための自衛隊法９５条を改正。共同訓練を含め、日本の防衛に資

する活動に参加している米軍やその他の軍隊を普段から防護するための規定を設けた。北

朝鮮による弾道ミサイル発射を警戒している米軍の艦船を自衛隊の艦船が守ることも可能

になる。 

 武力攻撃がない段階で、日米が長期にわたり警戒監視にあたっている場合などに、自衛

隊から米軍に燃料や物資を提供することを可能にする規定も盛り込まれた。 

  

◆国際平和支援法案 

◇いつでも迅速に派遣 

  

 重要影響事態法案とは別に、自衛隊が他国軍の後方支援を行うための国際平和支援法案

が新設される。 

 政府はこれまで、自衛隊を派遣する度に特別措置法を制定して対応してきた。迅速に対

処できるようにするために、あらかじめ国際的な活動に派遣できるようにしておく恒久法

の制定は、政府の長年の悲願だった。インド洋で海上自衛隊が給油などの補給活動を行う

ために、旧テロ対策特措法を制定したが、今後は法整備は不要になる。 

 重要影響事態法案は日米安保を「中核」とする活動を念頭に置いたもので、対米支援の

色合いが濃い。これに対し、国際平和支援法案による支援は、テロなどの脅威を取り除く

ために国際社会が協力して行う活動への参加であり、支援対象は参加している外国軍全般

になる。 

 自衛隊による支援の内容は、補給、輸送、医療、基地業務など重要影響事態法案とほぼ

同じだが、国際平和支援法案には、建設が追加された。 

 与党協議では公明党が、日本と直接的な関わりが薄い国際的な活動への参加は、より厳

格な歯止めが必要だと求めた。このため、派遣の際の国会承認は、重要影響事態法案は「原



則事前承認」だが、国際平和支援法案では「例外なき事前承認」となった。首相から承認

を求められた国会は衆参両院で各７日以内、計１４日以内に議決する努力義務規定が盛り

込まれた。 

 

 ◆ＰＫＯ協力法改正案 

 ◇治安維持担い、危険増し 

  

 現在も自衛隊は、国連南スーダン派遣団（ＵＮＭＩＳＳ）の国連平和維持活動（ＰＫＯ）

に参加し、避難民を保護するための土地の整備などを担当している。これまで自衛隊によ

るＰＫＯはこうした施設部隊によるインフラ整備が中心だった。 

 政府はＰＫＯ参加時の武器の使用を正当防衛など身を守る場合に限って認め、本来のＰ

ＫＯ活動にある住民の安全を確保するための治安維持活動などへの参加は見送ってきた。

治安維持活動などでは、武器を使う相手が国や国に準じる組織だと、海外での武力行使に

該当する恐れがあると判断していたからだ。 

 ただ、ＰＫＯ活動の積み重ねで、武器使用基準を緩和しても問題ないと政府は判断。任

務遂行を邪魔する者への警告射撃を認める。他国軍や国連関係者らが武装勢力に取り囲ま

れた場合に、現場に行って警護に当たる「駆け付け警護」もできるようにする。欧州連合

（ＥＵ）が行う活動など、国連主導ではない国際平和活動に参加し、治安維持任務を行う

ことなどを可能とする。 

 活動の枠組みは大きく広がることになりそうだが、それはより危険度の高い任務を担当

することを意味する。派遣時の治安などに関する情報収集、隊員の安全確保にこれまで以

上の注意が必要となる。 

  

◆船舶検査活動法改正案 

◇国際平和活動も対象 

 

 日本周辺で有事となれば、兵器などを輸送する船舶を検査し、米軍を支援するのが現行

の船舶検査活動法だ。法改正では、法律の目的を拡大し、国際社会の平和のための活動を

加えた。テロリストが核兵器関連物資や弾道ミサイルなどを運ぶ船舶などが対象になる。 

 海上自衛隊の艦船は現在も東アフリカ・ソマリア沖で海賊船の取り締まりを行っている。

日本から現地への移動時も含めて、たまたま不審船の近くにいて、他国から船舶検査を行

うよう要請を受けることも絵空事とは言い切れない。 

 ただ、こうした状況で、武器を使っていきなり船に乗り込む強制的な検査は見送られた。

船舶検査の際、船長の同意が必要になる。 

 

……………………………………………………………………………………………………… 



 ◇戦後７０年の日米同盟 冷戦終結、関係が変質 

 

 安倍政権が安全保障法制の整備に乗り出したのには、日米同盟強化という狙いがある。

関連法案が成立すれば、世界規模で自衛隊と米軍の協力関係が深まる。日米が戦後、敵国

から同盟関係へと変容を遂げた中、米国の世界戦略の変化に伴い、自衛隊が姿を変えてき

た歴史がある。 

 自衛隊は、朝鮮戦争が始まった１９５０年に警察予備隊として発足。５２年に保安隊、

５４年に陸海空自衛隊に衣替えした。欧州とともにアジアが冷戦の主戦場となり、米国の

意向を受けた事実上の「再軍備化」だった。冷戦時代を通じて自衛隊に求められたのは、

日本に力の空白が生じ、ソ連に侵攻されるような隙（すき）を与えないことだった。 

 冷戦終結後、米国の日本への要求は大きく変わる。９０年にイラクがクウェートに侵攻

し、翌年には湾岸戦争が始まる。米国は日本に軍事的な貢献を求めた。日本は憲法９条を

理由に戦時派遣は見送った。１３０億ドルを超える財政支援を行い、終戦後は海上自衛隊

の掃海艇をペルシャ湾に派遣したが、クウェートが謝意を示した国の中に日本は含まれて

いなかった。 

 国際社会から孤立することへの懸念が高まり、国際貢献の在り方を巡る議論が本格化。

９２年に国連平和維持活動（ＰＫＯ）協力法が成立し、カンボジアでＰＫＯに初めて自衛

隊が参加した。 

 ９０年代には朝鮮半島や台湾海峡で緊張が高まった。９６年の日米安保共同宣言で、日

米同盟を日本防衛のためだけではなく、アジア太平洋の安定のためにあるものと再定義し

た。周辺事態法など米軍支援の法律が整備された。 

 自衛隊の運用能力が高まると、米側の期待が膨らんだ。象徴となったのが２０００年に

発表された日米同盟に関する提言書「アーミテージ報告書」。後に国務副長官を務めるアー

ミテージ氏や米ハーバード大のナイ教授らがまとめた報告書は、日米同盟を米英同盟並み

の軍事同盟に発展させることを理想に掲げ、集団的自衛権の行使を求めた。 

 ０１年９月１１日に米同時多発テロが発生。日本はテロ対策特別措置法を制定し、イン

ド洋で対テロ作戦を行う多国籍軍艦船への補給活動を実施。イラク戦争では、イラク復興

特別措置法をつくり、輸送支援や人道復興支援に踏み切った。米側の要望に応えた対応は

事実上の戦地派遣だった。 

 オバマ政権はアジア太平洋を重視するリバランス（再均衡）政策を掲げてはいるが、中

東情勢の悪化や国防費削減の圧力にもさらされた。中国の軍事力の増強と挑発的な行動を

懸念する日本側から、日米同盟強化の協議を持ちかけた。その結果、先月の日米防衛協力

の指針（ガイドライン）の見直しにつながった。新指針の協議は、安保法制の見直しと同

時並行で進められた。安保関連法案も日米同盟強化の色合いが濃い内容になった。 

 

 ■武力攻撃事態法改正案（要旨） 



 第一条（目的） 

 この法律は、武力攻撃事態等（武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう）及び存立危

機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基

本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための体

制を整備し、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目

的とする。 

 第二条（定義） 

 一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 

 二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切

迫していると認められるに至った事態をいう。 

 三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が

予測されるに至った事態をいう。 

 四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これに

より我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される

明白な危険がある事態をいう。 

 第三条（基本理念） 

 １〜３（略） 

 ４ 存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図

らなければならない。ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は

事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。 

 第九条（対処基本方針） 政府は、武力攻撃事態等または存立危機事態に至ったときは、

武力攻撃事態等または存立危機事態への対処に関する基本的な方針を定めるものとする。 

 ２ 対処基本方針に定める事項は次のとおりとする。 

 一 対処すべき事態に関する次に掲げる事項 

 イ 事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であることまたは

存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実 

 ロ 事態が武力攻撃事態または存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国

の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行

使が必要であると認められる理由 

 

 ■自衛隊法改正案（要旨） 

 第七十六条（防衛出動） 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛す

るため必要があると認める場合には、自衛隊の全部または一部の出動を命ずることができ

る。この場合においては、武力攻撃事態法九条の定めるところにより、国会の承認を得な

ければならない。 

 一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態または我が国に対する外部から



の武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態 

 二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存

立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があ

る事態 

 第八十四条の三（在外邦人等の保護措置） 

 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命または身体に危害が加え

られるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命または身体の保護のための

措置を行うことの依頼があった場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも

該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせる

ことができる。 

 一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現

に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認め

られること。 

 二 自衛隊が当該保護措置を行うことについて、当該外国の同意があること。 

 三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部

隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見

込まれること。 

 第九十四条の五（在外邦人等の保護措置の際の権限） 

 第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する

自衛官は、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であって、その職務を行うに

際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若

しくは身体の防護またはその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると

認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を

使用することができる。ただし、刑法第三十六条または第三十七条に該当する場合のほか、

人に危害を与えてはならない。 

 第九十五条の二（合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器使用） 

 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊で

あって自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているものの武器等を職

務上警護するに当たり、人または武器等を防護するため必要であると認める相当の理由が

ある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することがで

きる。ただし、刑法第三十六条または第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与え

てはならない。 

 ２ 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認

めるときに限り、自衛官が行うものとする。 

 

 ■重要影響事態法案（要旨） 



 第一条（目的） 

 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事

態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態（重要影響事態）に際し、合衆国軍

隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日米安全保障条約の効果的な運用に寄与

することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び

安全の確保に資することを目的とする。 

 第二条（重要影響事態への対応の基本原則） 

 １・２（略） 

 ３ 後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しな

いものとする。 

 ４ 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当

該外国の同意がある場合に限り実施するものとする。 

 第三条（定義等） 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 一 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動

を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行

う外国の軍隊その他これに類する組織をいう。 

 二 後方支援活動 合衆国軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支

援措置であって、我が国が実施するものをいう。 

 第五条（国会の承認） 

 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方支援活動、捜索救助活動または船

舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措

置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場

合には、国会の承認を得ないで当該後方支援活動、捜索救助活動または船舶検査活動を実

施することができる。 

 第六条（自衛隊による後方支援活動としての物品及び役務の提供の実施） 

 １〜３（略） 

 ４ 防衛大臣は、実施区域の全部または一部において、自衛隊の部隊等が第三条第二項

の後方支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合または外国の領

域で実施する当該後方支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認め

る場合には、速やかに、その指定を変更し、またはそこで実施されている活動の中断を命

じなければならない。 

 ５ 第三条第二項の後方支援活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられ

た自衛隊の部隊等の長またはその指定する者は、当該後方支援活動を実施している場所ま

たはその近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合または付近の状況等に照らして



戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該後方支援活動の実施を一時休止する

などして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。 

 

 ■国際平和支援法案（要旨） 

 第一章 総則 

 第一条（目的） 

 この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するため

に国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国

際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの（以下「国際平和

共同対処事態」という。）に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等

を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。 

 第二条（基本原則） 

 政府は、国際平和共同対処事態に際し、この法律に基づく協力支援活動若しくは捜索救

助活動または重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律（平成十二年法

律第百四十五号）第二条に規定する船舶検査活動（以下「対応措置」という。）を適切かつ

迅速に実施することにより、国際社会の平和及び安全の確保に資するものとする。 

 ２ 対応措置の実施は、武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはなら

ない。 

 ３ 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為（国際的な武力紛争の一環として

行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為をいう。以下同じ。）が行われている現場では

実施しないものとする。ただし、第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動につい

ては、この限りでない。 

 ４ 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当

該外国の同意がある場合に限り実施するものとする。 

 ５ 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基

づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。 

 ６ 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、防衛大

臣に協カするものとする。 

 第三条（定義等） 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 一 諸外国の軍隊等 国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国

際連合の総会または安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処する

ための活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいう。 

 イ 当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、または認める決議 

 ロ イに掲げるもののほか、当該事態が平和に対する脅威または平和の破壊であるとの



認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取り組みを求める決議 

 二 協力支援活動 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供であって、我が国が実

施するものをいう。 

 三 捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した

戦闘参加者について、その捜索または救助を行う活動（救助した者の輸送を含む。）であっ

て、我が国が実施するものをいう。 

 ２〜３ （略） 

 第二章 対応措置等 

 第四条（基本計画） 

 内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが

必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本

計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

 ２ 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 

 一 国際平和共同対処事態に関する次に掲げる事項 

 イ 事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響 

 ロ 国際社会の取り組みの状況 

 ハ 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由 

 二 前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針 

 三 前条第二項の協力支援活動を実施する場合における次に掲げる事項 

 イ 当該協力支援活動に係る基本的事項 

 ロ 当該協力支援活動の種類及び内容 

 ハ 当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 

 ニ 当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該協力支援活動を

外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間 

 ホ 自衛隊がその事務または事業の用に供しまたは供していた物品以外の物品を調達し

て諸外国の軍隊等に無償または時価よりも低い対価で譲渡する場合には、その実施に係る

重要事項 

 へ その他当該協力支援活動の実施に関する重要事項 

 四 捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項 

 イ〜ホ （略） 

 五 船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活

動に関する法律第四条第二項に規定する事項 

 六 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項 

 ３ 協力支援活動または捜索救助活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国と協

議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。 

 ４ （略） 



 第五条（国会への報告） 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告

しなければならない。 

 一 基本計画の決定または変更があったときは、その内容 

 二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果 

 第六条（国会の承認） 

 内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画

を添えて国会の承認を得なければならない。 

 ２ 前項の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院

にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、

後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて

七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。 

 ３ 内閣総理大臣は、対応措置について、第一項の規定による国会の承認を得た日から

二年を経過する日を超えて引き続き当該対応措置を行おうとするときは、当該日の三十日

前の日から当該日までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、基本計画及びそ

の時までに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を

求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合または衆議院が解散されている場合

には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。 

 ４ 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、当該対応措

置を終了させなければならない。 

 ５ 前二項の規定は、国会の承認を得て対応措置を継続した後、更に二年を超えて当該

対応措置を引き続き行おうとする場合について準用する。 

 第七条（協力支援活動の実施） （略） 

 第八条（捜索救助活動の実施等） （略） 

 第九条（自衛隊の部隊等の安全の確保等） （略） 

 第十条（関係行政機関の協力） （略） 

 第十一条（武器の使用） 第七条第二項（第八条第八項において準用する場合を含む。

第五項及び第六項において同じ。）の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供

の実施を命ぜられ、または第八条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自

衛隊の部隊等の自衛官は、自己または自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはそ

の職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命または身体の防護のためやむを得な

い必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断さ

れる限度で武器（自衛隊が外国の領域で当該協力支援活動または当該捜索救助活動を実施

している場合については、第四条第二項第三号ニまたは第四号ニの規定により基本計画に

定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。）を使用することができる。 

 ２ 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらな

ければならない。ただし、生命または身体に対する侵害または危難が切迫し、その命令を



受けるいとまがないときは、この限りでない。 

 ３ 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりか

えって生命若しくは身体に対する危険または事態の混乱を招くこととなることを未然に防

止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行わ

れることを確保する見地から必要な命令をするものとする。 

 ４ 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法（明治四十年法律第四十五号）第

三十六条または第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならな

い。 

 ５ 第七条第二項の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜ

られ、または第八条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等

の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地であって諸外国の軍隊

等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその

近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に所

在する者の生命または身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第一項の規

定による武器の使用をすることができる（以下略）。 

 ６ （略） 

 第三章 雑則 

 第十二条（物品の譲渡及び無償貸し付け）（略） 

 第十三条（国以外の者による協力等）（略） 

 第十四条（請求権の放棄）（略） 

 第十五条（政令への委任）（略） 

  付則 

 この法律は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一

部を改正する法律の施行の日から施行する。 

 

 ■国連平和維持活動協力法改正案（要旨） 

 第一条（目的） 

 この法律は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動（略）

に適切かつ迅速な協力を行うため、（略）これらの活動に対する物資協力のための措置等を

講じ、もって我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与するこ

とを目的とする。 

 第三条（定義） 

 一（略） 

 二 国際連携平和安全活動 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会

が行う決議、別表第一に掲げる国際機関が行う要請または当該活動が行われる地域の属す

る国の要請に基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の順守の確保、



紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われ

る民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及

び安全を維持することを目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施

されるもののうち、次に掲げるものをいう。 

 イ 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活

動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意が

ある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動 

 ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合

において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意

がある場合に実施される活動 

 ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する

国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止

することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動 

 第二十六条（武器の使用） （略）自衛官は、その業務を行うに際し、自己若しくは他

人の生命、身体若しくは財産を防護し、またはその業務を妨害する行為を排除するためや

むを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要

と判断される限度で、武器を使用することができる。 

 別表第一（第三条など関係） 

 一 国際連合 

 二 国際連合の総会によって設立された機関または国際連合の専門機関で、国際連合難

民高等弁務官事務所その他政令で定めるもの 

 三 国際連携平和安全活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章五十二

条に規定する地域的機関または多国間の条約により設立された機関で、欧州連合その他政

令で定めるもの 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 ◇審議される１１本の安保関連法案 

＜新たに整備＞ 

・国際平和支援法案 

＜現行法を改正＞ 

・自衛隊法改正案 

・国連平和維持活動（ＰＫＯ）協力法改正案 

・重要影響事態法案（周辺事態法を改正） 

・船舶検査活動法改正案 

・武力攻撃事態法改正案 



・米軍行動関連措置法改正案 

・特定公共施設利用法改正案 

・海上輸送規制法改正案 

・捕虜取り扱い法改正案 

・国家安全保障会議（ＮＳＣ）設置法改正案 

 

 

特集ワイド:国民投票権を持つ君たちへの憲法授業 

毎日新聞 2015 年 05 月 01 日 

 ３日は６８回目の憲法記念日だ。自民党を中心に改憲への地ならしが進められ、その最

終プロセスである国民投票の投票年齢は２０１８年、２０歳以上から１８歳以上に引き下

げられる。つまりティーンエージャーの意見が重い意味を持つことになるのだ。そこで弁

護士で司法試験指導校「伊藤塾」塾長、伊藤真さんを講師に招き、若者向けに憲法と改憲

論議を知る「特別授業」を開いてもらった。【吉井理記】 

 

 ◆１時間目 憲法の役割 

 ◇権力者縛り自由守る 

 

 みなさん、こんにちは。憲法って何やら難しく堅いイメージですよね。せいぜい、社会

の教科書でお目にかかるような。みなさんも普段の生活で意識することはないでしょう。

それだけ憲法の役割は実感しにくい。空気のようなものです。 

 でも空気がないと生きていけないように、今の私たちの自由な暮らし−−好きなゲームや

本を楽しんだり、行きたい所に出かけたり、インターネットを見たり、スマホでいつでも

友達とつながって意見を言い合ったり−−を守る大切なものが憲法なのです。 

 なぜなら憲法は、私たち国民が、首相や国会議員ら権力者の力をあらかじめ法で縛り、

私たち個人の自由や権利を侵させないために生まれたものだからです。この考えを「立憲

主義」と呼びます。全ての近代国家は立憲主義に基づく憲法を持っています。 

 神ならぬ私たちは間違いを犯す生き物です。権力者も同じ人間です。間違った政治をし

て、やりたいことをやれるように国民の自由を奪い従わせようとする危険は常にある。こ

れは今の人間が、間違いを犯さない完璧な人間にならない限り変わらない。だからこそ立

憲主義に基づく憲法が必要なのです。 

 安倍晋三首相は「憲法が国家権力を縛るというのは、王権が絶対権力を持っていた時代

の考え方」、つまり古いのだと述べました（昨年２月３日、衆院予算委）。驚きます。全能

の神から権力を授けられた王様ですら道を誤るからこそ憲法で縛る、というのが立憲主義

なのですが。安倍首相が「古い」と感じるのは、もしかしたら自身を「間違いを犯さない



完璧な人間」とお考えだからでしょうか。 

 

 ◆２時間目 日本国憲法は時代遅れか 

 ◇今なお世界最先端 

 

 安倍首相は「今の憲法は時代に合わなくなった条文もあり、変えていくべきだ」（３月６

日、衆院予算委）と述べています。これは違う。私は日本国憲法は今なお世界最先端の憲

法だと誇っています。 

 まず人類の英知をすべて詰め込んだ内容だ、ということです。例えば１７世紀の英国の

「権利章典」や思想家ロックが唱えた「生命、自由、財産に対する権利」（自然権）に始ま

り、アメリカ独立宣言がうたった「幸福追求権」が、憲法１３条にある「生命、自由、幸

福追求の権利」といった言葉に結実しています。 

 さらに近代に入り、米国や英国、フランスなどで生まれた「国家からの自由」（自由権）

や「人間が人間らしく生きる権利」（社会権＝生存権）も組み込んだ。社会権は戦前のドイ

ツ・ワイマール憲法が初めて規定しましたが、これを２５条で明記した。これは米国にも

ない条文です。 

 そして前文。「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうち

に生存する権利を有することを確認する」とある。「平和的生存権」を世界で初めて人権と

位置づけたのが現憲法です。しかも自国だけでなく「全世界の国民が」とあるように、地

球的視野で理想の実現のために努力しよう、とまで書いてあるのです。 

 「知る権利」や「環境権」といった「新しい人権」が憲法に明記されていない、という

批判がありますが、１３条の幸福追求権や２５条の生存権から導くことができる。新しい

権利が生まれても、そのたびに改憲せずにすむ条文をあらかじめ用意している。これほど

の憲法を最先端と言わずして何と言うのでしょうか。 

 

 ◆３時間目 「押し付け」憲法論 

 ◇採用決定は衆議院 

 

 もう少し改憲論議を見ていきましょう。「今の憲法は敗戦後、米国など占領軍に押し付け

られた。だから日本人の手で憲法を作ろう」という意見があります。いわゆる「押し付け

憲法論」です。 

 私は米国側が示した新憲法のたたき台、つまり草案が、今の日本国憲法の基になったこ

とは事実だし、草案を当時の権力者に「押し付けた」面はあったと考えています。 

 でも草案はたたき台です。これを審議して修正し、賛成多数で採用を決めたのは、戦後

第１回の自由選挙で国民が選んだ衆議院です。戦争の惨禍をくぐり抜けた国民の代表が、

この憲法でいこうと決めたのです。先ほど説明した２５条の社会権など、草案になかった



条文も日本側が独自に付け加えました。大日本帝国憲法下で暮らしてきた国民の大多数は、

この新憲法を歓迎したんです。 

 当時は占領下で、新憲法に反対する声が表に出なかったのかもしれませんが、占領が終

わっても私たちはこの憲法を変えなかったのです。 

 「草案を外国人が作ったから憲法として失格だ」と言うのなら、日本の法律の大多数だ

って、国民の代表である国会議員ではなく官僚が作った草案が基になっています。でも「官

僚の作った法だから失格だ」とは言いませんよね。法の世界では発案者が誰であるかは関

係ないのです。 

 

 ◆４時間目 改憲で何が変わるか 

 ◇国民に守る義務追加 

 

１９４６年８月２４日の衆院本会議での新憲法案の採決風景。戦後初の自由選挙で選ばれた衆院議員の

賛成多数で可決された 

 

 では安倍首相は憲法の何を改めようというのでしょう。自民党の憲法改正草案（１２年）

がヒントです。草案はインターネットで見られます。みなさんもどうぞ。 

 すでに学んだように、国民が権力者を縛るものが憲法なのに、自民党草案では１０２条

に、今の憲法にない「国民が憲法を守る義務」を加えました。これは立憲主義の否定であ

り、権力者が国民を縛る憲法になってしまう。その証拠に草案は新たに、国防や日の丸・

君が代の尊重など１０の義務を国民に課しました。 

 国民に憲法を守らせる規定があるのはドイツ、イタリア、中国、北朝鮮ぐらいです。ド

イツは二度とナチスのような政権が現れないよう「自由の敵には自由を与えない」との考

えで憲法を守る義務を国民に課した。イタリアもファシズムを再び招かないためであって、

日本とは事情が違い過ぎます。 

 さらに今の憲法の「公共の福祉」という言葉を「公益と公の秩序」に置きかえた。草案

１２条は「自由や権利には責任と義務が伴うことを自覚し、常に公益と公の秩序に反して

はならない」とあります。公共の福祉とは人々のよりよい暮らし、という意味ですが、草

案がいう公益・公の意味があいまいで、時の政府の判断でいくらでも私たちの自由や人権

を制限することが可能になる。 

 そして９条。次の授業で私の考えを話しますが、自民党草案について言えば９条２項、

つまり今の憲法最大の特徴である「正規軍や戦争する権限を持たない」という規定を丸ご

と削り、正規軍を持つ、と重大な変更を加えた。今でも自衛隊は軍隊同然だ、という人も

いますが違います。世界のどの軍隊も欠かせない軍法会議（兵士の命令違反を裁く場）や

交戦権がないことからも明らかです。正規軍でないからこそ、自衛隊は海外で戦争できな

い。この縛りの重み、よく考えてみてください。 



 

 ◆５時間目 私の９条論 

 ◇軍隊で安全守れない 

 私は今の憲法のせいで暮らしにくいと思ったことはありません。皆さんやご家族も学校

や勉強、遊び、仕事などで憲法が邪魔だ、と感じる人は少ないでしょう。 

 私なりの理想の憲法はあるけれど、理想は人それぞれです。だから理想を改憲の動機に

すべきではない。憲法を変えるかどうかは、私たちが具体的にその必要を感じているかが

ポイントです。 

 中国が怖いから９条を変え、「普通の国」のように正規軍を持とうという人もいます。そ

れで日本がより安全になるのでしょうか。 

 こちらが正規軍を持てば、相手はもっと強い軍隊を持とうとするでしょう。するとこっ

ちももっともっと強い軍隊を持たなければ安心できないし、相手だってさらに強い軍隊を

持とうとします。きりがありませんよね。 

 相手を軍隊で脅しても私たちは安全にはなりません。米国は世界一の軍隊を持っていて

もテロの標的になってしまいました。軍隊を持ち、いざという時に戦争するつもりで暮ら

すのと、攻められない国をつくるために外国と信頼関係を築いていくのと、どちらがより

私たちのためになるでしょうか。 

 正規軍を持つと、米国などから「英国やフランスと同じように一緒に戦ってくれ」と言

われるかもしれません。その時、日本だけイヤですとは言いにくいですよね。今は９条が

あるので日本は平和国家として信頼され、外国も「戦ってくれ」とは言ってきません。こ

れをなくして、あえて日本をテロの標的にしてしまうような「普通の国」にする理由はあ

るのでしょうか。皆さんはどう思いますか。 

 憲法改正は大人だけの議論ではありません。国民投票にかけられれば、若い皆さんも参

加することになります。どんな憲法を未来に引き継ぐのか。ぜひ友人たちと語り合ってほ

しいと思います。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 ■人物略歴 

 ◇いとう・まこと 

 １９５８年東京生まれ。東京大法学部卒。在学中の８１年に司法試験合格。著書に「や

っぱり九条が戦争を止めていた」（毎日新聞出版）など多数。５月には絵本「けんぽうのえ

ほん あなたこそたからもの」を出版予定。全国で憲法問題の講演を行う。 

 

 


